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Ⅰ 基礎情報 （１）施設概要

北九州市域面積： ４９２.５㎢

（うち市街化区域２０３.２㎢）

〇道路： 総延長 ４,２５２.９㎞

路線数 ２０,７４６本

総面積 ３２.３㎢

〇河川： 総延長 ３２０.３㎞※

河川数 ２４６本

〇公園： 総面積 １２．０ ㎢

公園数 １,７１９か所
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※江川（一級）、紫川（二級）ほか１９河川は県の管理



Ⅰ 基礎情報 （２）機能と役割

✓ 道路・河川・公園は都市インフラとして、都市の機能と住民の生活を支え、

地域の骨格と景観をかたちづくり、安全・環境・交流の基盤となる施設です。

✓ 代表的な機能と役割は、以下のとおりです。

考察 → 都市インフラは、維持管理まで含め、Well‐beingのために欠かせない。

経済活動の基盤

生活の利便性の向上

防災機能

生物多様性の保全

文化・交流の促進

住民の憩いの場

雇用の創出
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自然とのふれあいの場



Ⅰ 基礎情報 （３）職員数 １．北九州市全体

考察 → 職員数は、年々減少しており、本市においても人員が不足している。
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Ⅰ 基礎情報 （３）職員数 ２．部門別職員数

考察 → 職員数の減少は、部門別にみても土木区分において進んでいる。
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Ⅰ 基礎情報 （４）維持管理体制

✓ ７つの区役所まちづくり整備課で道路・河川・公園を維持管理している。

【補足】管理係と工務係の違い

・管理係 → 許可行為や指導を担当（事務職）

・工務係 → 補修設計や工事を担当（技術職）

１．概要

門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区 八幡西区 戸畑区

課長 7名 7名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名

管理係 47名 6名 6名 7名 6名 9名 9名 4名

管理担当係 15名 5名 5名 5名

工務係 25名 7名 6名 5名 7名

工務第一係 30名 9名 10名 11名

若戸大橋管理係 3名 3名

工務第二係 28名 8名 10名 10名

公園・河川担当係 16名 4名 6名 6名

18名 29名 33名 19名 21名 36名 15名171名

102名

62名

課

合計

工

務

係

道

路

公

園

等

合計

項目

管

理

係
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Ⅰ 基礎情報 （４）維持管理体制 ２．職員数

✓ ７つの区役所まちづくり整備課で総勢１７１名

✓ 事務職５６名、技術職（土木・造園など）１１５名

考察 → 維持管理の多くは、民間事業者への委託により実施しているが、

業界における人手不足や高齢化の影響で、民間事業者の確保も難しい。
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課長 係長 職員

(技術) (事務) (技術) (事務) (技術) 管理 道路 河川 公園

門司区 18名 1名 3名 1名 2名 14名 4名 10名 1名 6名 1名 2名

小倉北区 29名 1名 4名 1名 3名 24名 9名 15名 8名 3名 4名

小倉南区 33名 1名 4名 1名 3名 28名 9名 19名 1名 9名 5名 4名

若松区 19名 1名 3名 1名 2名 15名 5名 10名 5名 2名 3名

八幡東区 21名 1名 3名 1名 2名 17名 8名 9名 4名 2名 3名

八幡西区 36名 1名 4名 1名 3名 31名 11名 20名 1名 10名 4名 5名

戸畑区 15名 1名 3名 1名 2名 11名 3名 8名 5名 1名 2名

合計 171名 7名 24名 7名 17名 140名 49名 91名 3名 47名 18名 23名

技術職員　担当内訳
区役所 合計



Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 １．種類

考察 → 場所に応じて、様々なボランティア活動支援制度を創立している。
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Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 １．種類
河　　川

 

制度

　項目

対象
自治会、団体、企業、学
校等

市民等
自治会、団体、企業、学
校

北九州市内に本社等を
有し、市内で事業してい
る企業、団体

「花咲く街かどづくり推
進協議会」に入会した団
体又は個人

個人、団体、企業等 個人、団体、企業等
北九州市内在住、在勤、
在学の18歳以上の個人

自治会、団体、企業、学
校等

構成
人数

５人以上 １人から可能 少なくとも５人程度 少なくとも５人程度 ３名以上を推奨 指定なし 指定なし ー １０人以上

・花壇は２㎡以上 ・花壇は５㎡

・フラワーポット ・フラワーポット

　５基以上 　５基以上

施設 道　　路 公　　園　（公共空間等）

➀道路サポーター制度 ②道路ボランティア花壇 ③公園愛護会 ④公園応援団

花咲く街かどづくり事業

⑧北九州市フラワーコー
ディネーター制度

⑦パートナー花壇⑥花壇サポーター⑤市民花壇

河川の清掃、
除草、河川愛護の啓発

・多くの人が鑑賞できる
場所にある公有地の花
壇
・概ね４m以上の公衆道
路に接し、極めて公共性
の高い民有地の花壇

適
用
条
件

⑨河川愛護団体

活動内容
道路の清掃、花植え、除
草

花植え 公園の清掃や除草 公園の清掃や除草

会社やお店の前に設置
している公共花壇

花苗植付、維持管理等

花壇への水やり、花がら
摘み、
草抜きなど、きめ細かい
管理

花苗等の準備から、植
付、管理

花づくりの出張指導等を
行う花のボランティア
リーダー

２００ｍ以上

北九州市が提供する公
共の場所で、通行上支障
がなく、安全性を考慮し
た、効果的な場所

学校、地域、行政からの
依頼に応じ花づくりの出
張指導

北九州市が管理する河
川等

活動
規模

１００ｍ以上 指定なし １公園 １公園 ー ー

活動
場所

北九州市が管理する道
路
※中央分離帯は除く

自宅前歩道の植樹帯や
植樹桝

北九州市内の公園
公園愛護会が活動して
いない公園又は公園愛
護会の同意がある公園
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Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 ２．道路サポーター 10



Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 ２．道路サポーター
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考察 → 道路サポーターの加入者団体数は、年々増加している。
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Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 ３．河川愛護団体 12



Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 ３．河川愛護団体
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考察 → 河川愛護団体の加入者団体数は、近年（Ｒ１以降）、減少している。
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Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 ４．公園愛護会 14



Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 ４．公園愛護会
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考察 → 公園愛護会の加入者団体数は、Ｈ２８を境に、減少している。

15



Ⅰ 基礎情報 （５）地域の担い手 ４．公園愛護会

公園愛護会の平均年齢[団体]

[平均年齢]

考察 → 公園愛護会員は高齢者が８６％を占める。
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Ⅱ 雑草の情報 （１）定義

【定 義】道路・河川・公園それぞれに求められる役割に反し、本来の機能や管理者の

意図を損なう形で繁茂する草本類

考察 →「除草剤の創製研究からみた雑草学と雑草管理」（2002萩本）には、雑草の定義について

「人類の使用する土地に発生して人類に損害を与える植物」のほか、いくつか紹介されているが、一

方で「日本の植物学の父」の呼ばれた牧野富太郎博士（1862－1957）は「雑草という植物は存在しな

い」という言葉を残している。

例えば、「チガヤ」は、道路では伸びすぎると視認性を阻害し安全を損なう代表的な雑草であるが、

河川では法面の浸食防止や緑化、生物多様性の保全に寄与する有用な在来種として扱われる。このよ

うに、雑草とは植物の種によって決まるものでもなく、その場所で求められる役割（安全性や健全な

環境維持など）に合っているか、という関係性によって決まるものである。

したがって、ここでは「都市インフラの機能と役割の阻害要因」となることを前提に、上記のよう

に定義する。
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Ⅱ 雑草の情報 （２）種類 １．種類
【種類】「雑草管理者のための雑草の識別と調査の基礎」2018浅井から抜粋
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Ⅱ 雑草の情報 （２）種類 ２．分類の一例

【分類】三井化学クロップ＆ライフソリューション株式会社ＨＰより抜粋

・難防除雑草：防除の困難な雑草

・一年生雑草：一年以内に生活環が完了する雑草

・多年生雑草：生育期間が２年以上にわたる雑草

考察 → 「雑草」の種類や分類は、学術的にも多岐にわたり、

目的等に応じて、適材適所で適切な対策にアプローチする必要がある。
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Ⅱ 雑草の情報 （２）種類 ３．代表例

考察 → 北九州市においても、上記３種を含め、多種多様な雑草が見られる。

20

✓ チガヤ ✓ セイタカアワダチソウ

5月から6月頃に、白い毛で覆われた特徴的
な円筒形の花穂を出し、綿毛のついた種子
を散布する。地下茎による繁殖力が非常に
強く、道路等では防除が難しい雑草とされ
ているが、「古くから風土記、万葉集、徒
然草など多数の古典に詠まれている我々に
なじみの深い植物」（※1）であり、紫川の
斜面でも在来種の緑化植物として利用され
ている。
※1 下線部及び写真の出典：兵庫県立農林水産技術総合セン
ターウェブサイト“在来種「チガヤ」を緑化植物として利用
する”

✓ セイバンモロコシ

ヨーロッパ・中東原産の多年草。春に地下茎から
芽を出し、初夏から夏にかけて急激に成長して2m
近くまで背丈を伸ばし繁茂。特に盛夏（7月〜9月
頃）に最も旺盛に生育し、秋（8月〜10月頃）に
赤紫色を帯びた穂をつける。再生力が非常に強く、
刈り取ってもすぐに再生する性質がある。

北アメリカ原産の多年草。繁茂時期は4月から
11月ごろで、特に草丈が大きく伸びて群落を
形成するのは夏から秋にかけての時期。 開花
時期は10月から11月。アレロパシー（※2）を
有する。非常に順応性が高く、高温乾燥条件
に対して高い耐性を持っている。

※2 植物が特定の化学物質を放出することによって、
周囲の他の植物や微生物の成長、発芽、生存に影響を
与える現象のこと



Ⅱ 雑草の情報 （３）影響

✓ 車からの視認性を阻害 ✓ まちの印象の悪化

考察 → 雑草は単なる景観的な問題ではなく、交通安全や治安維持、緑化植物の

生育、衛生害虫など人の健康にも波及する。
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Ⅱ 雑草の情報 （４）除草後の状況 １．サイクル

１１月下旬 １月下旬

３月上旬 ８月中旬

冬枯れの始まり 冬枯れ

冬枯れ 草刈り年１回

考察 → 冬枯れの時期を除き、一年の大半は、雑草の問題を抱える。
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Ⅱ 雑草の情報 （４）除草後の状況 ２．成長速度

６月下旬 ８月上旬 ８月下旬 １２月上旬

チガヤ

草刈り

草刈り

６月下旬 ８月上旬 ８月下旬 １２月上旬

セイタカアワダチソウ

すでに繁茂 繁茂のピー
ク

考察 → 雑草は、草刈り後１ヶ月も経過すれば、「繁茂」と言える状態になる。
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Ⅲ 気候変動 （１）植物の成長メカニズム

太陽光

養分
窒素・リン・カリウム

水

光合成

酸素

二酸化
炭素

成長

✓ 根は、土壌から水と養分（窒素、リン、

カリウム）を吸収する。

✓ 葉は、太陽光と空気中の二酸化炭素により、

光合成を行い、栄養（デンプン等）を作り出す。

✓ これらの栄養を使い、根は重力に沿って下へ伸

び、茎や葉は光を目指して上へ伸びる。

✓ チガヤ等の夏草（多年草）の最適気温は、

３０～４０℃と言われている。
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Ⅲ 気候変動 （２）気候変動 １．気温

R² = 0.02 

R² = 0.36 

R² = 0.73 

15.5

16.5

17.5

18.5

2000 2005 2010 2015 2020 2025

八幡（福岡県) 気温 日平均
[℃]

[西暦]

※気象庁HP「過去の気象データ検索」から作成

考察 → ２０２０年以降、加速度的に平均気温が上昇している。
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Ⅲ 気候変動 （２）気候変動 １．気温
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考察 → ２０２０年以降、最高気温が３０℃以上の日数も増加している。
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Ⅲ 気候変動 （２）気候変動 ２．降雨
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※気象庁HP「過去の気象データ検索」から作成

考察 → １９９０年以降、降水量のトレンドとしては、横ばい。
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Ⅲ 気候変動 （２）気候変動 ２．降雨
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考察 → 近年（２０２２年以降）、７～９月の降雨日数は減少している。
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Ⅲ 気候変動 （２）気候変動 ３．日照時間
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※気象庁HP「過去の気象データ検索」から作成

考察 → １９９０年以降、日照時間は年々、増加している。
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Ⅲ 気候変動 （２）気候変動 ３．日照時間
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考察 → 近年、「温暖化」の加速と、夏の「長期化」の傾向が見られる。
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Ⅲ 気候変動 （３）温暖化による変化

✓ 近年、７月～１０月は真夏日（30℃以上）、日照時間が増加している。

✓ 降雨量は維持されたまま、降雨日数が減少している。

考察 →これらの影響は、植物の成長メカニズムから、雑草に次の変化をもたら

していると推定できる。

・夏季における雑草の成長が加速化している。

・雑草の生育期間が長期化している。

・多年草が増加している。（地下茎や根が発達し土壌中に残る。）

【現象面での裏付け】この雑草の変化について、８月～１２月の雑草の繁茂の状況に、

否定できる事象は見当たらないため、妥当すると考えられる。
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Ⅳ 市民のこえ （１）要望件数と内容の例示

Ｒ５年度 Ｒ６年度

道路 ２,２６２ ２,６５４

河川 ３５９ ４６５

公園 ２４８ ２２４

✓ 道路・河川・公園ともに、雑草に関する要望件数は増加している。
[件数]

日付 内容

R6.8.20 異常気候なのか、最近、街中での雑草が目立つ。
世界で、いい街だなと思えるところは、どこも緑化整備が進んでいる。
生活空間や、都市の緑化を後退させないでほしい。

R6.9.9 街中は草がぼうぼうで、景観を損ねているだけでなく、歩道等を占領しポイ捨ても助長している。
除草費はただの草刈り費用ではなく、景観などすべてにかかわる必要経費である。

R7.9.15 街中の道路の雑草が伸び放題でとても汚い。車道に出るときも見えにくくて危ない。
前は定期的に刈られていたようだが、最近は草が生い茂っていて街全体が汚く見える。

R7.9.23 道路や公園の草が生えすぎて虫が多く、子供たちが安心して遊べない。
車を運転していても草が邪魔。草刈りはどれくらいの頻度で行われているのか。
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Ⅳ 市民のこえ （２）市民のこえの分析

✓ 要望内容を分析すると、大まかに６つのカテゴリーで整理される。

Ａ 安全・安心

Ｂ 景観・美観・イメージ

Ｃ 緑化・環境（コンクリート化／緑の質）

Ｄ 予算・優先順位（行財政への意見）

Ｅ 管理水準・作業頻度・方法

Ｆ 地域間の公平性

考察 → 除草は「安全」「景観」「環境」「財政」の複合課題である。

※単なる清掃業務ではない。

→ Ｃо化と緑化の按配が、住民による価値観の違いとして表面化している。

→ 頻度・エリア配分・情報提供など「運用レベルの工夫」を求める声が多い。
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（１ー１）除草の定義

【定 義】有用植物の生育を妨げる「雑草」を除去する作業を指す

■目 的

○施設の機能維持や景観を阻害し、病害虫の発生源にもなる雑草を取り除く

○有用植物（作物、庭木、観賞植物など）の生育環境を確保し、栄養分、水分、光などの

資源の競合を避ける

■対 象

○一般的に、人間にとって価値のない、あるいは有害であると認識される植物

○場所や状況によって、「雑草」の定義は変わり得る

（例：畑では雑草でも、山では有用な野草となることもある）

■主な方法

○手作業 … 手で引き抜く、草刈り鎌を使用する など

○機械作業 … 草刈り機、除草機 など

○化学的除草 … 植物調節剤(除草剤、植物成長調整剤)の使用 など

○物理的除草 … 熱による除草 など

34Ⅴ 除草の情報



（１ー２）植物調節剤の定義

【定 義】農薬のうち、除草剤および植物成長調整剤をまとめて、「植物調節剤」とする

■分類図

35Ⅴ 除草の情報

農薬
殺菌剤

殺虫剤

除草剤

植物成長調整剤

その他の薬剤

植物調節剤

■解説

○除草剤 … 雑草を防除する薬剤

○植物成長調整剤 … 農作物の生育を促進したり、抑制する薬剤

※農薬取締法(第二条)では、「農薬」とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、

線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス（以下「病害虫」と総称する。）の防除に用いられる殺菌剤、

殺虫剤、除草剤その他の薬剤（その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定

めるものを含む。）及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をい

う。」と定義されている。



（１ー２）植物調節剤の定義(農薬について補足)

【補 足】農薬の登録制度について

36Ⅴ 除草の情報

✓ 農薬は、毒性、作物への残留、環境への影響等に関する様々な試験成績に基づき安全性の評価を

行い、安全と認められる農薬だけが登録される。

✓ 農薬の登録にあたっては、農林水産省のほか、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、環境省が、

それぞれの法律に基づいて役割分担して対応している。

（出典）農薬取締法に基づく規制の現状と

今後について(農林水産省HPより)



Ⅴ 除草の情報 （２）面積 １．全体

✓ 道路・河川・公園 除草面積の合計 約８６３万㎡

→北九州市の全域面積の２％にも満たないものの。。。

→みずほPayPayドーム福岡に換算すると約１２３個分 ※建築面積：７万㎡で試算

×１２３
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Ⅴ 除草の情報 （２）面積

✓ 道路 除草面積 約 １９６万㎡

中央分離帯 約 １８．５万㎡

植樹帯・植樹桝 約 ４８．１万㎡

道路のり面 約 １０６．６万㎡

残地・その他 約 ２２．６万㎡

中央分離帯

車 道

歩道

植樹帯・植樹桝

歩道

防護柵 法面

その他 その他

植樹帯・植樹桝 法面

中央分離帯 その他

２．道路 38



Ⅴ 除草の情報 （２）面積 ３．河川

✓ 河川 除草面積 約 ６１万㎡

河床・河道 約 １４．１万㎡

護岸 約 ７．３万㎡

のり面 約 ２１．４万㎡

河川管理道 約 ９．８万㎡

親水広場 約 ３．７万㎡

河川外水路 約 ３．１万㎡

その他 約 １．８万㎡

39

のり面35％
河川管理道
16％

護岸護岸12％

河床・河道23％

親水広場６％
水 路５％
その他３％

親水広場

河川管理道のり面

河床・河道



Ⅴ 除草の情報 （２）面積

公園

霊園

４．公園

✓ 公園 除草面積 約６０６万㎡

公園 約５５８．１万㎡

霊園 約４２．８万㎡

その他 約５．２万㎡
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Ⅴ 除草の情報 （３）考え方

✓ 定期的な除草と臨時的な除草を実施している。

✓ 施設ごとの考え方は、以下のとおり。

道路：（定期）毎年、雑草が繁茂するのり面等を定期的に行う

（臨時）安全パトロールや市民要望に基づき、安全面で配慮が

必要な場所について臨時的に行う

河川：（定期）必要最小限の自然への働きかけとして、

河床・河道、のり面等を定期的に行う

（臨時）住環境や景観に配慮が必要な箇所もしくは親水広場など

市民要望が多い箇所について、臨時的に行う

公園：（定期）公園愛護会の活動範囲外
（臨時）公園愛護会が解散により管理できなくなった箇所等について

臨時的に行う

41



Ⅴ 除草の情報 （４）回数と時期
✓ 道路では、植樹のある中央分離帯や植樹帯については年２回、

のり面などその他は年１回。

✓ 河川では、年１回を原則としつつ、

特に治水、景観・利用に配慮が必要な箇所は、回数を増やす。

✓ 公園では、年２回。

考察 → 中央分離帯・植樹・公園においては、交通安全や治安維持に波及するため、

年２回の除草を実施しているものの、雑草の生育が速いため、それでも

十分な状態でない。

42

種別 除草回数 除草時期 除草回数 除草時期 除草回数 除草時期

中分・植樹 2 ①7～8月、②10～11月

法面ほか 1 7～8月

【河川】回数・時期 【公園】回数・時期【道路】回数・時期

都市名

1 8～9月 2 ①6～7月、②10～11月20 北九州市



Ⅴ 除草の情報 （５）予算・決算

考察 → 除草の問題を、地域に転嫁しないため、横ばいな予算編成を続けているが、

決算額は、予算額を超え、年々、増加している。

※柔軟な予算執行と優先順位づけにより対応している。

43

Ｒ６ Ｒ５ Ｒ４ Ｒ３ Ｒ２

予算額(億円) 12.4 12.4 12.4 12.3 12.2

決算額(億円) 14.0 13.9 12.6 12.9 13.1

面積(万㎡) 988 964 985 959 1,039



Ⅴ 除草の情報 （６）コスト推移

考察 → 労務単価の高騰により、労務構成比が大きい除草費用も増加している。
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（１）定義 45Ⅵ 防草の情報

【定 義】雑草の発生や生育を抑制し、予防することを指す

■目 的

○雑草が生える前に手を打つことで、繰り返し行う除草作業の頻度を減らし、労力や費用を節約

（雑草管理の手間とコストの削減）

■対 象

○一般的に、人間にとって価値のない、あるいは有害であると認識される植物

○場所や状況によって、「雑草」の定義は変わり得る

（例：畑では雑草でも、山では有用な野草となることもある）

■主な方法

○物理的防草 … 光を遮断し、雑草の光合成を妨げることで生育を抑制

例）防草シート、固化材、舗装、マルチング(※)

（※バークチップ、砕石、新聞紙などを土の表面に敷き詰め、光を遮断したり、土壌の乾燥を防いだりすることで雑草の発生を抑制）

○化学的防草 … 草の種子の発芽を抑えたり、発芽直後の幼植物を枯らしたりする効果あり

○生物的防草 … 地面を覆い尽くす性質を持つ植物を意図的に植えることで、

他の雑草が生えるスペースや光を奪い、雑草の発生を抑制



Ⅵ 防草の情報 （２）考え方

✓ 地形や利用形態に応じて、施設ごとに適切な対策を実施している。

✓ 施設ごとの考え方は、以下のとおり。

道路：地域や各路線の特性を活かす最適な対策を組み合わせた対策を行う。

・機能を優先する路線は、より安価な工法（カタマＳＰ等）

・緑の保全を重視する路線は、必要に応じ、地被植物等のよる防草

河川：生態系への影響が少なく、住環境の向上等に資する場所で対策を行う。

公園：公園利用の支障になる場所や安全面・景観面を損なう場所で対策を行う。
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■まちの緑化について

みどりのまちづくりを進めるうえで、緑に関するマスタープランである「北九州市緑の基本計画」に基づき、

花とみどりのまちづくりや、みどりの連続性の確保などを行い、まちの緑化を行っている。

■緑化路線とは

みどりによる系統的な沿道のまちなみ形成のため、主要幹線道路を中心に「もてなしのみち」「みはらしのみち」「ふれあいのみち」

「花と緑の小倉回廊」の４種類の道と、街路樹検討委員会において指定する「指定路線」を緑化路線と定めている。

路線の考え方と代表的な路線は以下のとおり

47（２）考え方(緑化路線について)Ⅵ 防草の情報



Ⅵ 防草の情報 （３）防草の種類 １．道路における一例

✓ 新舗装材(カタマSP) ✓ 植樹帯の桝化 ✓ 地被植物

施工後(R6.12) 施工後(R7.3) 施工後(R7.3)

８ヵ月経過 ５ヵ月経過 ５ヵ月経過

考察 → 令和６年度より試験施工を実施しており、特性の把握に努めている。
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Ⅵ 防草の情報 （３）防草の種類 ２．その他の一例

✓ 固化系自然土舗装 ✓ 防草シート

施工後(R6.12) 施工後(R6.10)

８ヵ月経過 11ヵ月経過

考察 → 令和６年度より試験施工を実施しており、特性の把握に努めている。
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Ⅵ 防草の情報 （４）これまでの取り組み

✓ 様々な防草対策へのアプローチを始めたばかりであるが、中央分離帯については、

平成２８年度から、コンクリート舗装化を進めてきた。

✓ 平成２８年度からの令和５年度までの実績 合計３．８万㎡ 約４億円

考察 → コンクリート舗装化を進め、約３．８万㎡の防草を実施したが、

平均単価が１万円を超え、高額であるため、より安価な工法の検討が必要
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Ⅵ 防草の情報 （５）令和６年度防草費

考察 → 各施設の方針に応じて、計画的な予算編成をしながら、防草対策にも

着実に取り組み、恒久的に除草面積を減らしていく必要がある。
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✓ 道路・公園・河川の防草費と施工面積

令和６年度 決 算 額：約 ７，６００万円

施工面積：約１１，０００㎡



Ⅵ 防草の情報 （６）防草可能面積（概算）

✓ 施設ごとの考え方は、以下のとおり。

道路：防草可能面積：約 １０万㎡（除草面積の約５％）

・中央分離帯 約４．１万㎡

・のり面 約０．６万㎡

・残地・その他 約４．６万㎡

河川：防草可能面積：約 ５万㎡（Ｒ６除草実績面積の約８％）

・住宅地近接の管理道や水路、親水広場など

公園：防草可能面積：約 ４万㎡（除草面積の約１％）
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